
船舶事故調査報告書 

令和２年１１月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 令和２年２月１２日 １５時２０分ごろ 

発生場所 京浜港川崎区の企業専用桟橋 

 川崎東扇島防波堤西灯台から真方位３２８°１.４海里付近 

 （概位 北緯３５°３０.０′ 東経１３９°４４.１′） 

事故の概要  油タンカー第八しおた丸は、着桟作業中、桟橋に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年４月１６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー 第八しおた丸、４９９トン 

 １４１５１０、塩田油槽船株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船首部外板に凹損 

桟橋 桟橋手すりに折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 川崎市には、令和２年２月１２日１５時０４分に強風注意報が発表

され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長ほか７人が乗り組み、船長が、南西風１０m/s～１３

m/s の状況下、乗組員を船首尾に配置し、右舷錨を投下して船首を北

東方に向け、左舷着けで着桟作業中、接近速力が約３ノットの対地速

力で速かったので、全速力後進としたものの、左舷船首部が桟橋に衝

突した。 

船長は、桟橋に寄せられる風を考慮し、右舷錨を投下後に桟橋に接

近させていたが、桟橋に寄せられる風が強かったので、綱取りボート

に係船索を渡し、桟橋から離れた位置で係船索をとって着桟するべき

であったと本事故後に思った。 

分析 本船は、強風注意報が発表され、南西の風１０m/s～１３m/s の状況

下、船長が、右舷錨の投下により接近速力を抑えることができると思

い、着桟作業を行ったことから、風に圧流され、全速力後進としたも

のの、左舷船首部が桟橋に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、強風注意報が発表され、南西の風１０m/s～１３m/s の状

況下、船長が、右舷錨の投下により接近速力を抑えることができると

思い、着桟作業を行ったため、本船の左舷船首部が桟橋に衝突したも

のと考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・強風注意報が発表されている状況下においては、あらかじめ綱取

りボート等の援助を得て着桟すること。 

 


